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「第２回埼玉 PX 大賞」受賞企業を決定しました！ 

～男性の育児と仕事の両立を積極的に支援する県内企業を表彰～ 

 

 埼玉県では、男性の育児休業取得を後押しするため、令和６年度から男性の育児と

仕事の両立を積極的に支援する県内中小企業を「埼玉ＰＸ＊大賞」として表彰してい

ます。 

このたび、２０社の応募の中から、「第２回埼玉ＰＸ大賞」として大賞１社、奨励

賞４社を決定しました。 

表彰式は１１月２７日（木）に知事公館で行い、知事から表彰状と副賞を贈呈しま

す。 

県では、受賞した５社の優れた取組を、さまざまな機会を通じて広く周知し、県内

における男性の育休取得の機運を醸成するとともに、他の企業の取組を促していきま

す。 

＊ＰＸとは、父性を意味するパタニティと変革を意味するトランスフォーメーションを組み合わ

せた造語です。埼玉県内の企業が、男性従業員の育休取得の推進を契機として、誰もが安心して

育児と仕事を両立できる職場環境づくりなど、組織の活性化や企業風土の改革に取り組むことを

「埼玉ＰＸ」と呼んでいます。 

 

１ 受賞者及び受賞理由 

（１）大賞 １社 
 

  

 

 

 
 

 
 

令和７年１１月１９日 

産業労働部 雇用・人材戦略課 
働き方改革推進担当 大藏、田島、須貝 

直通 048-830-3963 
内線 3966 

E-mail: a3960-03@pref.saitama.lg.jp 
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（２）奨励賞 ４社（五十音順） 
 

  

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

２ 表彰式 

日 時：令和７年１１月２７日（木）１６時００分～１６時２５分 

場 所：知事公館 大会議室（さいたま市浦和区常盤４－１１－８） 

出席者：受賞企業代表者、知事 
※表彰式終了後、知事と受賞企業との座談会を開催 
 

・参考 

 「第２回埼玉ＰＸ大賞」の主な応募要件、選考方法について  

○ 主な応募要件 

 埼玉県内に事業所を置く中小企業であること。 

 男性従業員が育児休業等を取得している実績があり、多様な働き方実践企業

の認定を受けている企業であること。 

 男性育休推進宣言企業に登録していること。 

 他の事業主が取り組む上での参考となり、波及効果が期待できる取組を行っ

ていること。 

 

○ 選考方法 

第２回埼玉ＰＸ大賞審査委員会（働き方改革・男性育休取得推進に関する有識

者など５名）での審査を経て、埼玉県知事が決定。 


